
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
の
評
価
と
指
摘
事
項

　

Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
に
よ
る
第
４
次
対
日
相
互
審
査
は
、

２
０
１
９
年
10
月
か
ら
11
月
に
実
施
さ
れ
、
21
年

６
月
の
全
体
会
合
に
お
い
て
審
議
・
採
択
さ
れ
、

８
月
30
日
に
結
果
（
報
告
書
）
が
公
表
さ
れ
た
。

日
本
の
結
果
概
要
は
図
表
１
の
と
お
り
だ
っ
た
。

日
本
は
「
重
点
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
国
」
と
な
り
、

今
後
５
年
間
で
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
評
価
が
行
わ
れ
、

３
年
以
内
で
の
法
令
等
整
備
状
況
の
改
善
と
、
５

年
間
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
期
間
内
で
の
有
効
性
の

改
善
が
求
め
ら
れ
る
。
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
か
ら
の
指
摘
事

項
の
う
ち
、
金
融
機
関
の
態
勢
整
備
に
大
き
く
影

響
す
る
と
思
わ
れ
る
事
項
は
図
表
２
の
と
お
り
で

あ
る
（
注
２
）。

　

今
回
の
対
日
審
査
結
果
の
公
表
と
同
じ
タ
イ
ミ

ン
グ
で
、
政
府
一
体
と
な
っ
て
Ａ
Ｍ
Ｌ
／
Ｃ
Ｆ
Ｔ

を
進
め
る
べ
く
、
警
察
庁
・
財
務
省
を
共
同
議
長

と
す
る
「
対
策
会
議
」
の
設
置
と
、
今
後
３
年
間

の
「
行
動
計
画
」
が
公
表
さ
れ
た
。
今
後
、
こ
の

行
動
計
画
に
沿
っ
て
、
各
種
の
取
り
組
み
の
進
捗

が
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
金
融

機
関
実
務
に
特
に
影
響
を
与
え
る
と
思
わ
れ
る
行

動
計
画
の
項
目
は
、
以
下
の
３
点
で
あ
る
。

政
府
の
﹁
行
動
計
画
﹂
と

金
融
実
務
へ
の
影
響

　

一
つ
目
は
、「
金
融
機
関
等
に
よ
る
継
続
的
顧

客
管
理
の
完
全
実
施
」（
24
年
春
）
で
あ
る
。
ま

ず
注
意
す
べ
き
は
、「
継
続
的
顧
客
管
理
」
を
、

本
人
確
認
情
報
を
含
む
顧
客
情
報
の
更
新
作
業
で

あ
る
と
狭
く
捉
え
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
そ
の
行
動
内
容
は
、「
取
引
モ
ニ
タ
リ
ン

グ
の
強
化
を
図
る
と
と
も
に
、
期
限
を
設
定
し
て
、

継
続
的
顧
客
管
理
な
ど
リ
ス
ク
ベ
ー
ス
で
の
マ
ネ

ロ
ン
・
テ
ロ
資
金
供
与
・
拡
散
金
融
対
策
の
強
化

を
図
る
」
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、「
金

融
機
関
等
が
Ａ
Ｍ
Ｌ
／
Ｃ
Ｆ
Ｔ
に
係
る
義
務
を
理

解
し
、
適
時
か
つ
効
果
的
な
方
法
で
こ
れ
ら
の
義

務
を
導
入
・
実
施
す
る
よ
う
に
す
る
」「
事
業
者

ご
と
の
リ
ス
ク
評
価
の
導
入
・
実
施
、
リ
ス
ク
ベ

８
月
30
日
に
金
融
活
動
作
業
部
会
︵
Ｆ
Ａ
Ｔ

Ｆ
︶
か
ら
第
４
次
対
日
相
互
審
査
の
結
果
が

公
表
さ
れ
︑
日
本
は
﹁
重
点
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ

プ
国
﹂
と
な
っ
た
︒
わ
が
国
の
多
く
の
金
融

機
関
等
に
対
し
て
は
︑
リ
ス
ク
の
理
解
が
限

定
的
︑
マ
ネ
ー
・
ロ
ー
ン
ダ
リ
ン
グ
／
テ
ロ

資
金
供
与
対
策
︵
Ａ
Ｍ
Ｌ
／
Ｃ
Ｆ
Ｔ
︶
義
務

の
理
解
が
不
十
分
で
︑
義
務
履
行
に
向
け
た

期
限
が
未
設
定
な
ど
と
指
摘
し
て
い
る
︒
同

日
︑
日
本
政
府
か
ら
Ａ
Ｍ
Ｌ
／
Ｃ
Ｆ
Ｔ
の
改

善
に
向
け
た
﹁
行
動
計
画
﹂
も
公
表
さ
れ
た
︒

金
融
機
関
等
は
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
︑
リ
ス
ク

評
価
︑
継
続
的
顧
客
管
理
︑
取
引
モ
ニ
タ
リ

ン
グ
な
ど
を
重
要
な
経
営
課
題
の
一
つ
と
位

置
付
け
︑
従
来
以
上
の
真
剣
な
取
り
組
み
が

求
め
ら
れ
る
︵
注
１
︶︒

官民ともに、より一層のリスクベース・アプローチの適用を

ＦＡＴＦ審査結果から読み解く
金融実務へのインプリケーション

集集集集集特
ＦＡＴＦが突き付ける日本の課題

ＫＰＭＧジャパン／
あずさ監査法人

マネージング・ディレクター
山﨑 千春

テクニカル・ディレクター
永渕 大輔
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ー
ス
で
の
継
続
的
な
顧
客
管
理
（
中
略
）
を
優
先

し
て
取
り
組
む
べ
き
」
と
し
た
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
の
指
摘

を
受
け
て
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

二
つ
目
は
、「
取
引
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
や
取
引
ス

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
の
共
同
シ
ス
テ
ム
の
実
用
化
」

（
24
年
春
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
、「
基
本
的
な
シ

ス
テ
ム
は
概
ね
導
入
さ
れ
て
い
る
が
、
実
効
性
は

適
切
と
は
言
え
ず
、
シ
ナ
リ
オ
や
閾
値
が
初
歩
的

な
も
の
と
な
っ
て
い
る
た
め
に
大
量
の
ア
ラ
ー
ト
、

フ
ォ
ル
ス
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
が
発
生
し
て
い
る
」「
顧

客
の
特
性
・
行
動
と
結

び
付
け
た
適
切
な
取
引

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
シ
ス
テ

ム
を
導
入
し
て
い
る
の

は
ご
く
一
部
の
金
融
機

関
に
限
ら
れ
て
い
る
」

「
フ
ォ
ル
ス
ポ
ジ
テ
ィ

ブ
は
手
作
業
に
よ
っ
て

処
理
さ
れ
て
お
り
、
金

融
機
関
の
リ
ソ
ー
ス
有

効
活
用
を
妨
げ
て
い

る
」
な
ど
の
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ

の
指
摘
を
踏
ま
え
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

行
動
内
容
と
し
て
は
、

「
取
引
時
確
認
、
顧
客

管
理
の
強
化
お
よ
び
平

準
化
の
観
点
か
ら
、
取

引
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
、

取
引
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の

共
同
シ
ス
テ
ム
の
実
用

化
を
図
る
」
と
記
載
さ

れ
て
い
る
。
取
引
時
確

認
、
顧
客
管
理
の
一
環

と
し
て
組
み
込
ま
れ
て

実
施
さ
れ
る
べ
き
顧
客
・
取
引
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
、

取
引
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
に
係
る
シ
ス
テ
ム
や
オ
ペ
レ

ー
シ
ョ
ン
機
能
を
共
同
利
用
可
能
な
か
た
ち
で
整

備
し
、
こ
れ
を
金
融
機
関
が
そ
れ
ぞ
れ
の
ニ
ー
ズ

に
応
じ
て
適
宜
利
用
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

　

三
つ
目
が
、「
監
督
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
策
定
・
リ

ス
ク
ベ
ー
ス
の
監
督
強
化
」（
22
年
秋
）
で
あ
る
。

行
動
内
容
と
し
て
は
、「
マ
ネ
ロ
ン
・
テ
ロ
資
金

供
与
対
策
に
関
す
る
監
督
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
更
新

・
策
定
す
る
と
と
も
に
、
適
切
な
監
督
態
勢
を
整

備
す
る
ほ
か
、
リ
ス
ク
ベ
ー
ス
で
の
検
査
監
督
を

強
化
す
る
」
と
あ
る
。
関
連
し
て
、
８
月
31
日
公

表
の
「
２
０
２
１
事
務
年
度
金
融
行
政
方
針
」
に

お
い
て
も
、「
検
査
要
員
の
確
保
等
に
よ
り
、
検

査
・
監
督
体
制
を
強
化
し
、
リ
ス
ク
が
高
い
と
さ

れ
る
業
態
を
優
先
的
に
、
リ
ス
ク
ベ
ー
ス
の
検
査

・
監
督
を
実
施
す
る
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
の
評
価
で
も
、「
金
融
機
関
に
対
す

る
効
果
的
か
つ
抑
止
力
の
あ
る
一
連
の
制
裁
措
置

を
活
用
し
て
い
な
い
」
と
さ
れ
、「
リ
ス
ク
ベ
ー

ス
で
の
Ａ
Ｍ
Ｌ
／
Ｃ
Ｆ
Ｔ
監
督
を
強
化
す
る
。
こ

れ
に
は
、
特
定
事
業
者
に
お
い
て
実
施
さ
れ
て
い

る
予
防
的
措
置
の
評
価
の
た
め
の
オ
フ
サ
イ
ト
・

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
と
オ
ン
サ
イ
ト
検
査
の
組
み
合
わ

せ
に
つ
い
て
、
そ
の
頻
度
及
び
包
括
性
を
強
化
す

る
こ
と
や
、
金
融
機
関
等
に
よ
る
義
務
履
行
に
お

け
る
肯
定
的
な
効
果
を
確
保
す
る
た
め
に
、
抑
止

力
の
あ
る
行
政
処
分
と
是
正
措
置
が
適
用
さ
れ
る

こ
と
を
優
先
し
て
取
り
組
む
べ
き
」
と
指
摘
さ
れ

て
い
る
。

〔図表１〕 ＦＡＴＦ第４次対日相互審査結果の概要

法令等整備状況の評価（注） 有効性の評価（注）

Ｃ（履行） ４項目 Ｈ（高） ―

ＬＣ（おおむね履行） 24項目 Ｓ（十分） ３項目

ＰＣ（一部履行） 10項目 Ｍ（中） ８項目

ＮＣ（不履行） １項目
Ｌ（低） ―

Ｎ／Ａ（評価せず） １項目
（注）　上位２段階が合格水準。
（出所）　ＦＡＴＦ公開資料に基づき筆者作成（図表２も同じ）。

〔図表２〕 金融機関の態勢整備に大きく影響すると思われるＦＡＴＦの指摘事項

①大規模な金融機関（Ｇ－ＳＩＢｓ）を含む、一定数の金融機関や資金移動業者は、マネ
ロン・テロ資金供与のリスクについて適切な理解をしている一方、その他の金融機関にお
いては、その理解が限定的。

②一定数の金融機関は、自らのリスクアセスメントを開始しているが、その他の金融機関
はリスクに基づいたリスク低減策を適用していない。これらの金融機関は、継続的な顧客
管理、取引モニタリング、実質的支配者の確認と検証といった、最近導入あるいは変更さ
れた義務について、十分な理解を有していない。

③これらの金融機関では、ＡＭＬ／ＣＦＴガイドラインで定められた義務履行に向けた明
確な期限を設定していない。

④金融庁を含む監督当局は、銀行を含む金融機関に対する効果的かつ防止的な一連の制裁
措置（罰則適用）を活用していない。
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金融財政事情 2021． 9．1417



　

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
る
と
、
今
後
、
リ
ス
ク
ベ
ー

ス
で
監
督
当
局
に
よ
る
オ
ン
・
オ
フ
双
方
の
モ
ニ

タ
リ
ン
グ
が
強
化
さ
れ
、
金
融
機
関
の
対
応
負
荷

が
増
加
す
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
自
ら
の
リ
ス

ク
認
識
・
評
価
を
適
切
に
行
い
、
Ａ
Ｍ
Ｌ
／
Ｃ
Ｆ

Ｔ
上
の
課
題
を
明
確
に
し
、
そ
の
課
題
へ
の
対
応

計
画
策
定
と
実
行
を
経
営
陣
の
主
体
的
な
関
与
の

も
と
、
十
分
な
リ
ソ
ー
ス
を
投
入
し
て
進
め
て
い

く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
こ
に
重
大
な
不
十
分

性
が
あ
れ
ば
、
厳
し
い
行
政
処
分
が
課
さ
れ
る
こ

と
と
な
ろ
う
。

　

今
回
、
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
の
審
査
結
果
の
公
表
と
同
日

に
、
政
府
か
ら
行
動
計
画
が
公
表
さ
れ
た
こ
と
は

注
目
す
べ
き
で
あ
り
、
金
融
機
関
と
し
て
は
、
Ａ

Ｍ
Ｌ
／
Ｃ
Ｆ
Ｔ
を
重
要
な
経
営
課
題
と
し
て
、
一

層
真
剣
に
受
け
止
め
て
対
応
す
る
こ
と
が
必
要
で

あ
る
。

経
営
問
題
と
し
て
の
Ａ
Ｍ
Ｌ
／
Ｃ
Ｆ
Ｔ

　

Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
へ
の
対
応
は
一
過
性
の
コ
ン
プ
ラ
イ

ア
ン
ス
上
の
課
題
と
捉
え
ず
、
経
営
に
直
結
す
る

課
題
と
位
置
付
け
、
次
の
４
点
に
重
点
的
に
取
り

組
む
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

①
顧
客
と
の
関
係
性
を
再
考
す
る

Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
対
応
は
、
金
融
機
関
が
顧
客
と
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
チ
ャ
ネ
ル
を
ど
の
よ
う
に
再

構
築
す
る
の
か
と
い
う
ビ
ジ
ネ
ス
変
革
と
も
直
結

す
る
。「
継
続
的
顧
客
管
理
」
と
は
、
顧
客
と
の

関
係
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
の
中
で
適
切
に
情
報
や

リ
ス
ク
を
更
新
し
、
そ
れ
に
伴
う
各
種
対
応
を
行

う
も
の
で
あ
る
こ
と
は
金
融
庁
の
「
マ
ネ
ー
・
ロ

ー
ン
ダ
リ
ン
グ
及
び
テ
ロ
資
金
供
与
対
策
に
関
す

る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」（
マ
ネ
ロ
ン
対
策
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
）
で
も
明
ら
か
で
あ
る
。
回
収
率
が
総
じ
て

低
い
と
さ
れ
る
郵
送
等
に
よ
る
顧
客
情
報
の
更
新

作
業
が
目
的
化
さ
れ
る
こ
と
は
避
け
た
い
。
む
し

ろ
、
情
報
や
リ
ス
ク
の
適
切
な
更
新
が
で
き
な
い

顧
客
層
が
一
定
数
あ
っ
た
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な

層
を
、
金
融
機
関
の
顧
客
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
に
お

い
て
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
る
べ
き
か
を
検
討
す

る
こ
と
が
優
先
事
項
だ
ろ
う
。

　

デ
ジ
タ
ル
技
術
の
活
用
に
よ
る
本
人
確
認
プ
ロ

セ
ス
の
高
度
化
・
効
率
化
や
、
保
有
し
て
い
る
顧

客
プ
ロ
フ
ァ
イ
ル
に
関
す
る
情
報
と
取
引
モ
ニ
タ

リ
ン
グ
で
把
握
し
た
取
引
デ
ー
タ
と
の
結
び
付
け

を
行
う
こ
と
で
、
顧
客
プ
ロ
フ
ァ
イ
ル
か
ら
逸
脱

す
る
取
引
情
報
を
効
果
的
に
抽
出
し
、
疑
わ
し
い

取
引
の
報
告
や
具
体
的
な
リ
ス
ク
低
減
策
の
実
施

が
求
め
ら
れ
る
。

②
デ
ー
タ
ガ
バ
ナ
ン
ス

マ
ネ
ロ
ン
対
策
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
も
、
デ
ー
タ

ガ
バ
ナ
ン
ス
は
趣
旨
の
理
解
が
進
み
に
く
い
項
目

と
い
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
デ
ー
タ
ガ
バ
ナ
ン
ス

と
は
、
単
な
る
記
録
の
保
存
で
は
な
く
保
存
さ
れ

た
記
録
の
活
用
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
、
そ
の
活
用

を
下
支
え
す
る
イ
ン
フ
ラ
に
対
す
る
統
制
活
動
で

あ
る
。
対
日
審
査
で
は
、「
継
続
的
顧
客
管
理
で

得
ら
れ
る
情
報
は
限
ら
れ
て
お
り
、
顧
客
の
属
性

や
行
動
と
連
携
し
て
お
ら
ず
、
期
待
行
動
と
の
乖

離
を
検
知
す
る
に
至
っ
て
い
な
い
」
と
指
摘
さ
れ

て
い
る
。

　

直
近
の
海
外
事
例
に
よ
れ
ば
、
経
済
制
裁
対
象

と
な
る
べ
き
顧
客
で
あ
る
旨
の
情
報
が
書
面
と
し

て
記
録
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
デ
ー
タ
格
納
さ
れ

て
お
ら
ず
、
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
が
で
き
な
か
っ
た

と
し
て
行
政
処
分
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。

Ａ
Ｍ
Ｌ
／
Ｃ
Ｆ
Ｔ
統
制
活
動
は
、
手
続
き
整
備
だ

け
で
な
く
、
Ａ
Ｍ
Ｌ
／
Ｃ
Ｆ
Ｔ
に
必
要
な
デ
ー
タ

の
整
備
や
活
用
に
つ
い
て
の
確
認
も
含
ま
れ
る
。

Ｉ
Ｔ
部
門
あ
る
い
は
共
同
シ
ス
テ
ム
を
含
む
ベ
ン

ダ
ー
依
存
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

③
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
イ
シ
ュ
ー
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

「
審
査
」
と
い
う
言
葉
か
ら
は
、「
合
格
」
や

「
不
合
格
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
想
起
さ
れ
が
ち

だ
が
、
Ａ
Ｍ
Ｌ
／
Ｃ
Ｆ
Ｔ
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
は

静
態
的
な
ゴ
ー
ル
を
ク
リ
ア
す
る
と
い
う
も
の
で

は
な
い
。
リ
ス
ク
ベ
ー
ス
・
ア
プ
ロ
ー
チ
に
必
要

な
対
応
は
、「
顧
客
情
報
更
新
の
た
め
の
郵
送
対

応
を
開
始
し
た
」「
顧
客
格
付
け
シ
ス
テ
ム
を
導

入
し
た
」
と
い
っ
た
一
過
性
の
も
の
で
は
十
分
で

な
い
こ
と
を
改
め
て
強
調
し
た
い
。

リ
ス
ク
は
常
に
変
化
し
て
お
り
、
変
化
に
対
応

で
き
る
よ
う
な
リ
ス
ク
評
価
、
低
減
措
置
、
残
存

リ
ス
ク
の
評
価
、
課
題
へ
の
対
応
と
い
う
ダ
イ
ナ

ミ
ッ
ク
な
イ
シ
ュ
ー
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
具
備
が

重
要
だ
。
適
者
生
存
の
た
め
の
変
革
こ
そ
が
リ
ス

ク
ベ
ー
ス
・
ア
プ
ロ
ー
チ
の
要
諦
で
あ
り
、「
リ

ス
ク
の
理
解
が
限
定
的
」「
リ
ス
ク
に
基
づ
い
た

低
減
措
置
を
適
用
し
て
い
な
い
」
と
の
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
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の
指
摘
は
、「
金
融
シ
ス
テ
ム
の
健
全
性
を
確
保

す
べ
き
立
場
の
金
融
機
関
た
り
得
て
い
る
か
」
と

い
う
意
味
で
、
厳
し
く
受
け
止
め
る
必
要
が
あ
る
。

当
局
か
ら
の
報
告
要
請
に
苦
労
す
る
金
融
機
関
も

多
い
と
推
察
す
る
が
、
こ
の
よ
う
な
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
を

機
能
さ
せ
て
経
営
が
監
督
で
き
て
い
る
状
態
で
あ

れ
ば
、
結
果
と
し
て
当
局
に
対
す
る
説
明
責
任
も

確
保
さ
れ
る
と
い
う
観
点
で
、
金
融
機
関
内
の
情

報
イ
ン
フ
ラ
整
備
は
重
要
で
あ
る
。

④
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
ー

　

こ
れ
ま
で
、
多
く
の
金
融
機
関
の
コ
ン
プ
ラ
イ

ア
ン
ス
は
一
定
の
専
門
家
の
知
見
や
現
場
で
の
手

作
業
に
頼
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
専
門
家

の
高
齢
化
や
手
作
業
で
積
み
上
げ
て
き
た
現
場
ノ

ウ
ハ
ウ
の
維
持
・
継
承
問
題
は
、
ビ
ジ
ネ
ス
環
境

や
組
織
内
人
口
動
態
の
変
化
と
と
も
に
、
Ａ
Ｍ
Ｌ

／
Ｃ
Ｆ
Ｔ
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
位
置
付
け
を
再

考
す
る
中
で
真
剣
に
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

　

特
に
、
Ａ
Ｍ
Ｌ
／
Ｃ
Ｆ
Ｔ
の
実
効
性
確
保
の
た

め
に
は
、
規
制
、
内
部
ル
ー
ル
、
実
務
を
知
っ
て

い
る
な
ど
に
加
え
て
、
前
述
の
と
お
り
デ
ー
タ
ド

リ
ブ
ン
な
変
革
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
担

保
す
る
ス
キ
ル
や
人
材
は
、
個
々
の
金
融
機
関
で

確
保
す
る
こ
と
が
ま
す
ま
す
困
難
に
な
っ
て
い
る

状
況
だ
。
業
務
知
見
、
デ
ー
タ
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
、

オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
い
っ
た
関
連
ノ
ウ
ハ
ウ
の
共

同
利
用
も
、
Ａ
Ｍ
Ｌ
／
Ｃ
Ｆ
Ｔ
を
戦
略
的
に
再
構

築
し
て
い
く
上
で
重
要
な
選
択
肢
の
一
つ
と
な
り

得
る
。

官
民
を
挙
げ
た
対
応
が
必
要

　

Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
に
お
け
る
最
終
目
標
は
、「
金
融
シ

ス
テ
ム
及
び
経
済
全
体
が
マ
ネ
ー
・
ロ
ー
ン
ダ
リ

ン
グ
、
テ
ロ
資
金
供
与
及
び
拡
散
金
融
の
脅
威
か

ら
保
護
さ
れ
、
金
融
部
門
の
清
廉
さ
が
強
化
さ
れ
、

安
全
・
安
心
な
状
態
に
貢
献
す
る
こ
と
」
で
あ
る
。

わ
が
国
の
対
応
が
国
際
的
に
も
認
め
ら
れ
る
た
め

に
は
、
国
民
（
注
３
）
を
含
む
官
民
が
こ
の
最
終

目
標
を
共
通
の
も
の
と
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

　

金
融
機
関
は
、
金
融
シ
ス
テ
ム
に
対
す
る
ゲ
ー

ト
キ
ー
パ
ー
と
し
て
、
経
営
陣
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ

プ
の
下
、
適
切
な
リ
ソ
ー
ス
を
投
入
し
て
関
連
当

局
と
も
対
話
を
重
ね
る
こ
と
が
重
要
だ
。
ま
た
、

金
融
機
関
同
士
も
連
携
し
、
顧
客
に
も
働
き
か
け

た
上
で
必
要
な
対
策
の
着
実
な
実
施
が
求
め
ら
れ

る
。

　

政
府
に
は
、
必
要
な
法
令
の
整
備
や
デ
ジ
タ
ル

技
術
を
活
用
し
、
個
人
の
公
的
認
証
制
度
整
備
、

法
人
の
実
質
的
支
配
者
情
報
の
公
的
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
の
整
備
、
リ
ス
ク
ベ
ー
ス
の
適
切
な
監
督
強
化
、

民
間
へ
の
よ
り
具
体
的
な
ガ
イ
ダ
ン
ス
、
国
民
の

理
解
促
進
な
ど
が
期
待
さ
れ
る
。
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
審
査

結
果
を
真
摯
に
受
け
止
め
、
官
民
を
挙
げ
た
対
応

を
進
め
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

（
注
）１　

記
載
内
容
は
筆
者
個
人
の
責
任
に
属
し
、
所

属
す
る
組
織
の
見
解
を
代
表
す
る
も
の
で
は
な
い
。

本
稿
は
、
第
４
次
対
日
相
互
審
査
報
告
書
の
公
表

間
も
な
い
現
段
階
に
お
い
て
速
報
的
に
ま
と
め
た

も
の
で
あ
り
、
同
報
告
書
の
網
羅
的
な
解
釈
を
提

供
す
る
も
の
で
は
な
い
。

２　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
、
実
質
的
支
配
者
等
も
含
め
、
民
間

実
務
に
影
響
を
与
え
得
る
領
域
は
多
岐
に
わ
た
る

が
、
本
稿
で
は
誌
面
の
都
合
上
、
民
間
実
務
に
関

連
す
る
Ｉ
Ｏ
・
４
の
う
ち
、
特
定
非
金
融
業
者
お

よ
び
職
業
専
門
家
を
除
く
金
融
機
関
に
関
す
る
項

目
を
中
心
に
取
り
扱
う
。

３　

政
府
の
行
動
計
画
で
も
「
政
府
広
報
も
活
用

し
て
国
民
の
理
解
を
促
進
す
る
」
と
あ
る
。

や
ま
ざ
き
　
ち
は
る

大
手
邦
銀
等
に
勤
務
後
、
06
年
あ
ず
さ
監
査
法
人

入
所
。
金
融
機
関
向
け
レ
ギ
ュ
ラ
ト
リ
ー
・
コ
ン

プ
ラ
イ
ア
ン
ス
全
般
に
つ
い
て
の
ア
ド
バ
イ
ザ
リ

ー
を
専
門
と
す
る
。
特
に
レ
グ
テ
ッ
ク
、
Ａ
Ｍ
Ｌ

／
Ｃ
Ｆ
Ｔ
、
コ
ン
ダ
ク
ト
リ
ス
ク
に
対
す
る
管
理

態
勢
構
築
支
援
等
の
経
験
豊
富
。
デ
ジ
タ
ル
・
ア

シ
ュ
ア
ラ
ン
ス
室
長
。
Ａ
Ｃ
Ａ
Ｍ
Ｓ
認
定
Ａ
Ｍ
Ｌ

ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
。

な
が
ふ
ち
　
だ
い
す
け

大
手
邦
銀
で
国
内
外
に
お
い
て
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン

ス
、
リ
ス
ク
管
理
、
経
営
情
報
シ
ス
テ
ム
構
築
等

に
従
事
し
た
の
ち
に
、
21
年
８
月
あ
ず
さ
監
査
法

人
入
所
。
特
に
Ａ
Ｍ
Ｌ
／
Ｃ
Ｆ
Ｔ
、
経
済
制
裁
、

贈
収
賄
汚
職
防
止
な
ど
の
グ
ロ
ー
バ
ル
ス
タ
ン
ダ

ー
ド
を
踏
ま
え
た
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
プ
ロ
グ
ラ

ム
構
築
・
運
営
の
経
験
豊
富
。
Ａ
Ｃ
Ａ
Ｍ
Ｓ
認
定

Ａ
Ｍ
Ｌ
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
。

集特 ＦＡＴＦが突き付ける日本の課題
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